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○実施体制
	本業務に関する研修内容

	これまでの研修実績や、今後、本業務を受託するにあたり実施を予定している研修の計画について記載する。

※研修内容、参加人数等がわかるように記載または資料を添付すること。


	本業務実施のためのマニュアルの整備状況

	※マニュアルを整備していれば提出すること。



	糖尿病性腎症重症化予防事業の受託実績

	受託時期
委託者
年度
年度
年度
年度
年度


	個人情報の保護に向けた取り組み

	（１）これまでの取組み
個人情報保護法における要配慮個人情報の取扱いも踏まえて記載すること。

（２）プライバシーポリシー、規程、マニュアル等の有無（　有　・　無　）
※プライバシーポリシー、規程、マニュアル等を「有」とした場合は、添付すること。
（３）個人情報保護に向けて、第三者評価を受けている場合は記載する。また、受けている　　　　場合は、その内容がわかるものを提出すること。


	受診勧奨の従事者の糖尿病に関する指導経験年数

	電話等による勧奨の従事者が、糖尿病に関する指導に従事した経験年数を記載する。従事者が複数の場合は、最も経験年数が短い者を判断基準とする。

役職
氏名
有している
専門資格

経験年数
その他

※責任者、アドバイザー等を配置する場合は、役職欄に記載する。記載欄が足りない場合は追加すること。


	受診勧奨の従事者が架電等の実施時に指導内容で疑義を抱いた際の相談体制

	電話等による勧奨の従事者が、架電等の最中に疑義を抱いた場合に、すみやかにアドバイスを受けられる体制になっている場合は、体制図や、担当者の役割等を記載すること。



	受診勧奨の苦情等が発生した場合の、休日・夜間も含めた対応に係る体制

	苦情等に対応するため、連絡体制や、対応マニュアルの整備等について記載すること。

※対応マニュアルを整備している場合はマニュアルを提出すること。


	６か月間の個別指導従事者の糖尿病性腎症重症化予防事業に従事した経験

	従事者が糖尿病性腎症重症化予防事業に従事した年数を記載する。従事者が複数の場合、最も経験年数が長い者を評価の判断基準とする。
役職
氏名
有している
専門資格

経験年数
その他




	６か月間の個別指導において効果的な指導を行うための専門資格を有する従事者の役割分担

	従事者（医師、看護師、保健師、管理栄養士）の構成及び指導内容の分担や連携体制について記載すること。（専門職の知識、経験を活用した、対象者の行動変容を促す指導のための連携体制を構築しているか）



○事業内容
	受診勧奨の対象者が勧奨内容に興味を持つための創意工夫や取組み

	対象者の特性（年齢・健診結果等）に応じた医療機関への受診勧奨文並びに個別指導の利用案内・申込書等において、対象者が勧奨内容に興味を持ち、医療機関の受診や６か月の個別指導につなげるための創意工夫について記載すること。

	電話等による勧奨において、対象者が勧奨内容に興味を持ち、医療機関の受診や６か月の個別指導につなげるための取組みや創意工夫について記載すること。

	電話等での受診勧奨時に不在等で連絡がつかなかった場合の勧奨方法を工夫するなど、コンタクト率のさらなる向上に向けた取組みについて記載すること。


	対象者が６か月間の個別指導を終了時まで継続するための創意工夫
（対象者の希望に応じた支援方法（ＳＮＳ、オンライン面接等）や支援回数、継続意欲向上のための取組み、及びその提案理由）

	

	６か月間の個別指導において主治医と良好な連携関係を築くために留意する事項

	生活習慣改善指導と治療方針との整合性を図り、効果的な指導を行うために、主治医と良好な関係を築くうえでの具体的な留意点について記載すること。


	６か月間の個別指導において提供する主教材の内容

	主教材の使用方法及び内容についての工夫点について記載すること。

※企画提案書提出時に、実際に使用する教材を10部提出すること。

	６か月間の個別指導において主教材の他に提供する副教材の内容

	副教材を使用する意図や内容についての工夫点、期待する効果について記載すること。

※企画提案書提出時に、実際に使用する副教材を10部提出すること。


○業務提案
	本市が提示する企画提案指示書について、より高い効果が見込まれる実施手法の提案

	本市が提示する企画提案指示書について、より高い効果が見込まれる実施手法を提案すること。
※提案数は制限しない。
① 個別指導における情報通信技術の活用促進についての提案（必須）
　　電話だけでなく、ＳＮＳやメールを活用した対象者への個別のアクセスについて、活用促進に繋げるための方法
② 対象者特性に応じた支援についての提案（必須）
　　対象者１・２それぞれの特性を考慮した支援方法
③ その他についての提案
【提案１】

【提案２】



○壮年期の対象者に向けた創意工夫
	壮年期（40～50歳代）の対象における医療機関への受診及び個別指導の利用申込の増加並びに途中終了の防止につなげるための創意工夫

	特に壮年期の対象者は医療機関への受診率及び個別指導の利用申込みが少ない状況である。

このような状況をふまえた、受診及び個別指導の利用申込み、個別指導の途中終了防止につなげるための創意工夫点を記載すること。
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